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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 180 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成26年度 平成30年度

％ 平成26年度 平成30年度

％ 平成26年度 平成30年度

都道府県名 愛知県 犬山市 犬山城下町地区

計画期間 交付期間 30

国宝犬山城を中心とした歴史観光まちづくりによる、犬山市街地の活力向上を推進
目標１：市民・観光客が交流するまちづくりを実現
目標２：安心・快適な歴史観光まちづくりを実現
目標３：市民（民間）が主役となる賑わいまちづくりを実現

・本地区は、国宝犬山城、如庵他、多くの登録有形文化財、歴史的建造物が現存するとともに、370余年もの長い年月の間、町衆らにより守り伝えられてきた犬山祭の祭礼儀式（重要無形民俗文化財)を代表として、市民活動と一体となった歴史的風致が
受け継がれており、本市の歴史・伝統・文化を象徴する地区である。
・この城下町地区では、前述した歴史的資源を活かしたまちづくりを進めるため、平成１６年度～平成２０年度にまちづくり交付金事業を活用して、現道幅員まで見直しを行った都市計画道路の電線類の無電柱化、景観に配慮した美装化などのハード事業
や住民と協働した賑わいのあるまちづくりに必要なソフト事業を一体的に実施した。
・また、平成２１年３月１１日には、歴史まちづくり法に基づく「犬山市歴史的風致維持向上計画」の認定を受け、犬山城下町の更なる歴史的風致の維持および向上の取組みを推進している。
・上記の取組みにより、城下町の観光客は増加している。今後、生活環境の向上を図りながら市民と観光客が交流できる環境を整備し、観光客の来訪回数や滞在時間を増加させる取組みを実施することにより、持続性のある歴史観光まちづくりを進める
ことが求められる。

・犬山城下町への来訪者の維持、増加を図るため、既存の観光資源に加え、市民・観光客の交流の促進等による、新たな魅力向上が必要であり、そのためには内田観光駐車場整備、丸の内多目的公衆便所整備等が求められる。
・南海トラフ巨大地震など、地震災害リスクやゲリラ豪雨の増加などの水害リスクに対応するため、歴史・観光を多く有する本地区では地域住民のみならず来訪者が安心して訪れることができるよう地域防災性の向上を図ることが必要であり、そのために
は内田多目的広場整備や市道犬山31号線の道路整備等が求められる。
・公共施設整備など街並み整備の進展に伴い、住民主導によるまちづくりが全体的に進んでいるが、南部における活動があまり活発ではない事から、更なる市民（民間）主導の賑わいまちづくりが必要であり、新たな地区の活性化のための公共施設整備
として観光客を安全かつ効果的に誘導するための交通誘導サイン設置等が求められる。

【第5次犬山市総合計画】
　・基本施策「歴史・文化」－城下町地区の整備
　・基本施策「観光」－観光資源の整備・充実
　・基本施策「市街地・景観」－地域特性を活かした景観づくり
【犬山市都市計画マスタープラン】
　・楽しく歩ける安全・安心なまち
　・地域の歴史・文化や人のつながりが守られみんなが訪れたくなるまち
　・玄関口にふさわしいにぎわいと新たな活力が生まれるまち
【犬山市歴史的風致維持向上計画】
　・基本方針：「まちづくりと連携した歴史的施設及び公共施設の保全」「市民意識の向上と、歴史文化を継承する担い手の育成」「文化施設の充実」

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

観光客の城下町への再来訪意向
城下町来訪者へのアンケート調査に基づく再来訪意向の
割合

観光客の来訪回数を増やすことで、市民・観光客との交流機会を
増加する。 59.6％ 61.6％

災害対策満足度 災害対策に関する市民アンケートに基づく満足度
災害対策に関する満足度を向上することで、安心、快適な歴史観
光まちづくりを推進する。 15％ 25％

市民活動への参加希望割合 市民活動に関する市民アンケートに基づく参加希望割合
市民活動への参加意欲を向上することで、市民が主役の歴史観
光まちづくりを推進する。 61％ 65％



都市再生整備計画の整備方針等

その他

計画区域の整備方針 方針に合致する主要な事業
【市民・観光客が交流するまちづくりを実現】
・市民・観光客の交流を促すため、交流施設、市民活動支援を行い市街地の活力向上を図る。

■基幹事業
・地域生活基盤施設（広場）：内田多目的広場整備事業
・地域生活基盤施設（広場）：体育館跡地広場整備事業
・地域生活基盤施設（駐車場）：内田観光駐車場整備事業
・地域生活基盤施設（情報板）：交通誘導サイン設置事業
○関連事業
・効果促進事業：事業効果分析調査
・城前観光駐車場再整備事業
・犬山口線道路美装化事業
・(仮称)祭り会館整備事業

【安心・快適な歴史観光まちづくりを実現】
・観光客の方々に安全で快適に過ごしていただくため、多目的広場の整備、観光駐車場の整備、アクセス向上のための道路等交通関連施設の整備を行
い、市街地の活力向上を図る。

■基幹事業
・道路：道路改良事業（市道犬山３１号線外１路線）
・地域生活基盤施設（広場）：内田多目的広場整備事業
・地域生活基盤施設（広場）：体育館跡地広場整備事業
・地域生活基盤施設（駐車場）：内田観光駐車場整備事業
・地域生活基盤施設（情報板）：交通誘導サイン設置事業
・高質空間形成施設（歩行者支援施設）：丸の内多目的公衆便所整備事業
○関連事業
・内田西排水区排水対策事業
・犬山口駅前広場等整備事業
・防災公園街区整備事業：犬山城下町地区防災公園街区整備事業
・効果促進事業：五郎丸排水区排水対策事業
・効果促進事業：東之宮古墳保存整備事業
・効果促進事業：事業効果分析調査
・消防署北出張所整備事業
・城前観光駐車場再整備事業

【市民（民間）が主役となる賑わいまちづくりを実現】
・市民（民間）主導でまちの賑わいを創出するための環境整備として、交通誘導サインをはじめとする施設整備を行い、市街地の活力向上を図る。

■基幹事業
・地域生活基盤施設（情報板）：交通誘導サイン設置事業
○関連事業
・犬山口駅前広場等整備事業
・効果促進事業：事業効果分析調査
・犬山口通線道路美装化事業

○交付期間中における円滑な事業進捗と目標に向けた効果を上げるために、庁内の関連部署だけでなくまちづくりの担い手であるまちづくり団体等と連携を図り、計画の作成（P)、事業実施方法（D）、進捗状況の検証（C）、更なる改善方策の検討（A）を
実施する。



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

犬山市 直 300m 平成26年度 平成28年度 平成26年度 平成28年度 319 319 319 319 -

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（広場） 犬山市 直 10,142㎡ 平成26年度 平成29年度 平成26年度 平成29年度 456 456 456 456 -

地域生活基盤施設（広場） 犬山市 直 3,884㎡ 平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度 84 84 84 84 -

地域生活基盤施設（駐車場） 犬山市 直 5,084㎡ 平成26年度 平成29年度 平成26年度 平成29年度 280 280 280 70 -

地域生活基盤施設（情報板） 犬山市 直 4箇所 平成29年度 平成30年度 平成29年度 平成30年度 12 12 12 12 -

高質空間形成施設（歩行者支援施設） 犬山市 直 45㎡ 平成29年度 平成29年度 平成29年度 平成29年度 20 20 20 20 -

地方都市リノベーション推進施設

生活拠点施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1171 1171 1171 961 0.0 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

…B
合計 0 0 0 0

合計(A+B) 961
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
ＵＲ都市機構 国土交通省 2.1ha 〇 平成26年度 平成30年度 1,229

犬山市 国土交通省 840㎥ 〇 平成26年度 平成26年度 118
犬山市 国土交通省 2.0ha 〇 平成29年度 平成30年度 80
犬山市 国土交通省 2箇所 〇 平成29年度 平成30年度 5
犬山市 国土交通省 ― 〇 平成28年度 平成30年度 6
犬山市 国土交通省 V=2,000㎥ ○ 平成26年度 平成28年度 322
犬山市 消防庁 0.25ha ○ 平成27年度 平成30年度 240
犬山市 国土交通省 195㎡ ○ 平成29年度 平成30年度 10
犬山市 国土交通省 60ｍ ○ 平成30年度 平成30年度 180
犬山市 国土交通省 6,700㎡ ○ 平成30年度 平成31年度 68
犬山市 国土交通省 710ｍ ○ 平成30年度 平成30年度 114
犬山市 国土交通省 388㎡ ○ 平成29年度 平成30年度 120

合計 2,492

(仮称)祭り会館整備事業 (仮称)祭り会館整備事業

城前観光案内所整備事業 城前観光案内所整備事業
犬山口駅前広場整備事業 犬山口駅前広場整備事業
城前観光駐車場再整備事業 城前観光駐車場再整備事業
犬山口通線道路美装化事業 犬山口通線道路美装化事業

効果促進事業 事業効果分析調査
内田西排水区排水対策事業 内田西排水区排水対策事業
消防署北出張所整備事業 消防署北出張所整備事業

事業主体 所管省庁名

効果促進事業 東之宮古墳保存整備事業
効果促進事業 交通誘導サイン設置事業

防災公園街区整備事業 犬山城下町地区防災公園街区整備事業

効果促進事業 五郎丸排水区排水路対策事業

0

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 規模

（いずれかに○）

まちづくり活動推進事業

事業活用調査

細項目 うち民負担分

 地域創造支援事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

丸の内多目的公衆便所整備事業

体育館跡地広場整備事業

内田観光駐車場整備事業

交通誘導サイン設置事業

内田多目的広場整備事業

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

道路 道路改良事業（市道犬山３１号線外１路線）

事業 事業箇所名

0.45

事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 961 交付限度額 432.4 国費率



都市再生整備計画の区域

　犬山城下町地区（愛知県犬山市） 面積 180 ha 区域
大字犬山字大門先、西大門先、西畑、寺畑、中道、御門先、内田東町、東山下、身打田、三反田、堀ノ内、藪下、東余坂、富士見町、高
見町、北古券、東古券、木ノ下、愛宕、薬師町、専正寺町、柳町、四日市の全部　　　　大字犬山字寺下、西平、山寺、天王坂、東小島、
天白、西林崎、東畑、薬師、神ノ木、末友、上り屋、北首塚、南古券、西古券の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

犬山城下町周辺地区

（都市再生整備計画区域）

犬山市歴史的風致維持向上計画

（重点区域）

計 画 区 域

犬山城
如庵

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都計の

場合は、適宜下図を作成すること。

・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ずスケー
ルバー・方位を記入すること。

・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、地区

名、区域面積を記入すること。

・地区の相対的な位置関係が明確になるように、国道、
高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマークとなるよう

な施設（市役所、文化会館等）については、必ず図示

すること。

・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必ず凡

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

犬山城下町地区（180ha）

犬山駅

犬山市役所

犬山城

名証
グラウンド



観光客の城下町への再来訪意向 （％） 59.6% （26年度） → 61.6% （30年度）

災害対策満足度 （％） 15％ （26年度） → 25％ （30年度）

市民活動への参加希望割合 （％） 61％ （26年度） → 65％ （30年度）

犬山城下町地区（愛知県犬山市）　整備方針概要図

目標
国宝犬山城を中心とした歴史観光まちづくりによる、犬山市街地の活力向上を推

進

代表的な

指標

犬山南小学校

ヨシヅヤ

犬山城下町周辺地区

（都市再生整備計画区域）

犬山市歴史的風致維持向上計画

（重点区域）

計 画 区 域

犬山北小学校

１ｋｍ

国宝茶室 如庵

犬山駅を中心に、半径１km以内に
都市機能・観光資源が集積

■基幹事業：地域生活基盤施設（広場）
内田多目的広場整備事業

鵜飼乗り場

犬山市役所

＋

■基幹事業：地域生活基盤施設（駐車場）
内田観光駐車場整備事業○関連事業

城前観光駐車場再整備事業

○関連事業
防災公園街区整備事業
消防署北出張所整備事業
内田西排水区排水対策事業

■基幹事業：道路
道路改良事業(市道犬山31号線外1路線)

○関連事業：
犬山口通線道路美装化事業

基幹事業

関連事業

凡 例

犬山高校

○関連事業：効果促進事業
東之宮古墳保存整備事業

□関連事業：効果促進事業
五郎丸排水区排水路対策事業

○関連事業
犬山口駅前広場整備事業

○関連事業：効果促進事業
事業効果分析調査
交通誘導サイン設置事業

■基幹事業：
地域生活基盤施設（情報板）
交通誘導サイン設置事業

□関連事業：効果促進事業
交通誘導サイン設置事業

○関連事業
(仮称)祭り会館整備事業

■基幹事業：地域生活基盤施設（広場）
体育館跡地広場整備事業

■基幹事業：高質空間形成施設（歩行者
支援施設）

丸の内多目的公衆便所整備事業

□関連事業
城前観光案内所整備事業



都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

犬山
いぬやま

城下町
じょうかまち

地区
ちく

　（愛知県
あいちけん

犬山市
いぬやまし

）



　犬山城下町地区（愛知県犬山市）　現況図

【作成上の留意点】

・下図は白図を使用し、縮尺は1/25,000を
基本とし、適宜調整すること。
・スケールバー・方位を記入すること。
・計画区域の周辺がわかる範囲を対象と
すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取
りとすること。
・現況の土地利用状況がわかるようにする
こと。
・その他必要な事項を記載するときは、必
ず凡例を記入すること。

犬山城下町地区（180ha）



交付限度額算定表（その１） 犬山城下町地区（愛知県犬山市）

要綱第５に掲げる式による交付限度額（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 230,705.0 百万円 本計画における交付限度額 432.4 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 193600 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
○ 個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 182,200 0.1 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 2,400 0 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 - 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 9,000 0.01 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 193,600 0.11 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数
公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 227282 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）
当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 6,846,590,000 円

○ 下水道 2,514,600,000 円 電線共同溝等 0 円
区域面積（㎡） 1,800,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 1,101,500 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円

控除額 百万円 ○ 4,331,990,000 円 人工地盤の延べ面積（㎡）
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 460,850
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）
調整池の容積（ｍ3）
標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 0 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 230705 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定
＜社会資本整備総合交付金＞

基幹事業(A) 百万円 交付要綱第５　３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
提案事業(B) 百万円 平成20年度二次補正予算の執行
合計 百万円 百万円 ○ 交付要綱第５　４）式の適用〔中活等の45%拡充〕

交付要綱第５　５）式・６）式の適用〔リノベ事業の50%拡充〕

交付対象事業費
961 ［１）式］　　α1=4(A+B)/5= 769

0 ［２）式］　　　 α2=10A/9= 1,068
961 交付限度額(X) 432.4

0

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事
業費等（百万
円）

80,850

0.004
44,000,000

23,000

0 地域交流センター等の公益施設（建築物）

0.45

その他の地域 0.40

714,450

4

432.4 X≦Yゆえ、

810,000

1,800,000

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha
未満の地区

0.50

○
最近の国勢調査の結
果による人口集中地区
内



交付限度額算定表（その２） 犬山城下町地区（愛知県犬山市）

交付要綱第５に掲げる式による限度額算定（詳細）
※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（百万円単位） 単位：百万円
○交付対象事業費（必ず入力 ） （百万円） （百万円）

基幹事業合計（A） 961.000 A （事業費） １）式で求まる額（4/10*(A+B)） 384.400 ① （国費）
提案事業合計（B） 0.000 B （事業費） ２）式で求まる額（5/9*A） 533.889 ② （国費）
合計(A+B) 961.000 （事業費） 上記①、②の小さい方 384.400 ③ （国費）
提案事業割合(B/(A+B)) 0.000 国費率（③÷(A+B)） 0.400 ④ （国費率）

○拡充の有無
以下の３つの拡充のうち、いずれかの拡充がある場合は、該当する欄に○を記入し、事業費等を入力。

（選択） ⇒ ３）式で求まる額（5/8*A） 0.000 ⑤ （国費）
（選択） ３)式の適用後（適用がある場合は３式反映） 384.400 ⑥ （国費）

○ （選択） ３）式適用後の国費率（⑥÷(A+B)） 0.400 ⑦ （国費率）

○拡充がある場合の事業費等
平成２０年度二次補正の執行がある場合及び４）式の適用がある場合は、以下に事業費等を入力。

A' （事業費） ③をA'に置き換えた額（A⇒(A-A')+9/8*A') 384.400 ⑧ （国費）
（国費） 執行額を足した額 384.400 ⑨ （国費）

補正適用後（上記⑧、⑨の小さい方） 384.400 ⑩ （国費）
補正適用後の国費率（⑩÷(A+B)） 0.400 ⑪ （国費率）

0.000 F （事業費） 適用前の国費率（⑩÷(A+B)） 0.400 ⑫ （国費率）

961.000 （事業費）

適用対象となる基幹事業合計(A") 961.000 A" （事業費） 適用対象事業費から求まる限度額 432.450 ⑬ （国費）
適用対象となる提案事業合計(B") 0.000 B" （事業費） 適用後の国費率（⑬÷(A"+B")） 0.450 ⑭ （国費率）
適用対象事業のうち翌年度以降の
執行事業費（H）

961.000 H （事業費） ４）式適用後の限度額（⑫×F+⑭×H） 432.450 ⑮ （国費）

拡充も考慮した交付限度額 432.450 ⑯ （国費）

○交付限度額、国費率の算出

交付対象事業費(A+B) 961.0 （事業費）
交付要綱第５に基づく交付限度額
（⑯を１万円の位を切り捨て）

432.4 ⑰ （国費）

国費率 0.450 ⑱ （国費率）

交付対象事業費
⇒

・３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
・平成２０年度二次補正予算の執行
・４）式の適用〔中活等の４５％拡充〕

平成２０年度二次補正
の執行がある場合

防災対象事業（A’）

⇒
補正予算の執行額

４）式の適用を受ける
場合

計画の認定等の年度末までの執行
事業費（F）

⇒

適用対象となる交付対象事業費
(A"+B")

※４）式の適用を受ける場合で、経過措置を適用しない場合（H21以降新規地区）
は、Fの欄を記入せず、A"、B"を記入し、A"=A、B"=B、H=A"+B"=A+Bとなる。

⇒



様式８　年次計画

基幹事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

事業費

道路 犬山市 319 38 151 130

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（広場） 犬山市 456 4 337 49 66

地域生活基盤施設（広場） 犬山市 84 64 20

地域生活基盤施設（駐車場） 犬山市 70 2 42 26

地域生活基盤施設（情報板） 犬山市 12 7 5

高質空間形成施設（歩行者支援施設） 犬山市 20 20

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

計 961 44 488 221 183 25

提案事業

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

事業費

計 0 0 0 0 0 0

合計 961 44 488 221 183 25

累計進捗率　（％） 4.6% 55.4% 78.4% 97.4% 100.0%

交付対象 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
事業費

0 0 0 0 0 0
累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

まちづくり活
動推進事業

連携生活拠点誘導施設

事業活用
調査

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

内田多目的広場整備事業

内田観光駐車場整備事業

（事業費：百万円）

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

道路改良事業（市道犬山31号線外1路線）

丸の内多目的公衆便所整備事業

事業箇所名

住宅市街地
総合整備
事業

合計

事業

（参考）都市機能立地支援関連事業

事業主体

体育館跡地広場整備事業

交通誘導サイン設置事業



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場 内田多目的広場整備事業 犬山市 10,142㎡(休憩施設含む) 456 4 337 115 －

広場 体育館跡地広場整備事業 犬山市 3,884㎡ 84 84 －

駐車場 内田観光駐車場整備事業 犬山市 5,084㎡ 70 2 42 26

全体事業費280百万円
設計費：8百万円
用地費：168百万円
施設整備費：104百万円
の1/4を計上

自転車駐車場

荷物共同集配施設

公開空地 －

情報板 交通誘導サイン設置事業 犬山市 4箇所 12 12 －

施設種別：

－

合計 － － － 622 6 379 237

・施設名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
・「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）
・「駐車場」、「自転車駐車場」については、「概要」欄に、形式（立体○層、タワーパーキング、地下駐輪場等）、面積及び駐車台数を記入。
・駐車場については、「備考」欄に駐車場全体の整備に要する費用を記入。
・自転車駐車場については、「備考」欄に都市計画決定の有無、自転車駐車施設整備計画における位置づけの有無、自転車駐車場に関する附置義務条例等
　における位置づけの有無を記入すること。
・地域防災施設の「施設名」欄には、耐水性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の施設の種別を記入。
・共同駐車場については、別の所定のシートに記載すること。

地域防災施設

人工地盤



内田多目的広場整備事業



体育館跡地広場整備事業



内田観光駐車場整備事業



交通誘導サイン設置事業



高質空間形成施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費

緑化施設等（植栽・緑
化施設、せせらぎ・カ
スケード、カラー舗
装・石畳、照明施設、
ストリートファニ
チャー・モニュメント
等）

電線類地下埋設施設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害
者誘導施設等

丸の内多目的公衆便所犬山市 45㎡ 20 20

合計 － － － 20 20



丸の内多目的公衆便所整備事業



交付要綱附属第Ⅲ編10-(1)-1の ４）式適用確認シート【歴史的風致維持向上計画】 【様式９】　　

（百万円）

基幹事業費（a） 961.0

提案事業費（b） 0.0

180(ha) 

180(ha) 

ページ

107

107

107

歴史的風致維持
向上計画での記

載の有無（有の場
合はページ）

体育館跡地広場整備事業

丸の内多目的公衆便所整備事業

エ．歴史的資源の新たな価値付け

オ．文化施設の充実

※都市再生整備計画の全ての事業が上記に該当しているか確認すること。（経過措置地区については４）式の適用対象事業が上記に網羅されているか確認）

イ．まちづくりと連携した歴史的施設及び
公共施設の保全

交通誘導サイン設置事業

ウ．市民意識の向上と、歴史文化を継承
する担い手の育成

※経過措置地区については都市再生整備計画の主たる事業が４）式の適用対象事業であるか確認

②－２　都市再生整備計画のすべての事業が認定歴史的風致維持向上計画の歴史的風致の維持及び向上に関する
方針に適合するものであることの確認

歴史的風致の維持及び向上に関する方針 左記の方針に適合する都市再生整備計画の事業名

ア．文化財保護法に基づく継続的な取組
みと資源の活用

内田多目的広場整備事業 防災公園・観光駐車場等整備事業

内田観光駐車場整備事業 防災公園・観光駐車場等整備事業

道路改良事業(市道犬山31号線外1路線) 防災公園・観光駐車場等整備事業

歴史的風致維持向上計画の重点区域面積

※重複部分の面積が都市再生整備計画の区域面積と同じであることを確認。（経過措置地区はこの限りではない。）

②－１　都市再生整備計画の主たる事業が認定歴史的風致維持向上計画に位置付けられていることの確認

都市再生整備計画の主たる事業の事業
名

歴史的風致維持向上計画での記載箇所

事業名

都市再生整備計画の着手予定日

平成26年3月31日

歴史的風致維持向上計画の重点区域の名称

犬山市歴史的風致維持向上地区

①　都市再生整備計画の区域が認定歴史的風致維持向上計画の重点区域に含まれていることの確認

都市再生整備計画の区域面積
重複部分の面積 180(ha)

方針に適合する理由
（維持向上計画に記載がない場合のみ、整備計画の事業が、歴史的風致の維持及び向上に関する方針に適合する理

由を簡潔に記入）

地域内の回遊性向上による歴史まちづくりを推進する事業であるため方針に適合

市町村名：犬山市
地区名：犬山市歴史的風致維持向上地区

歴史的風致維持向上計画の認定日

平成21年3月11日

※認定日の属する年度の翌年度から起算して3年以内に
   都市再生整備計画事業に着手することを確認。
※Ｈ30年度末までに都市再生整備計画事業に着手する地区に限る。

地域内の回遊性向上による歴史まちづくりを推進する事業であるため方針に適合

地域内の回遊性向上による歴史まちづくりを推進する事業であるため方針に適合



①及び都市再生整備計画の事業の箇所を表す区域図

　※ 都市再生整備計画の区域、歴史的風致維持向上計画の重点区域及び重複する部分を明確にしてください。（経過措置地区は、４）式の適用対象事業が歴史的風致維持向上計画の区域内にあることを明
確にしてください。）

計

画

区

域

犬山城下町周辺地区

（都市再生整備計画区域）

犬山市歴史的風致維持向上計画

（重点区域）

計 画 区 域



※ 本シートに認定歴史的風致維持向上計画等の写しを添付して下さい。

犬山市歴史的風致維持向上計画
平成２１年３月１１日認定


